
 

1 

 

１ 港区総合交通計画の概要【本編Ｐ１～Ｐ９】 

（１）計画策定の背景 

 区はこれまで、「港区総合交通戦略」や個別計画に基づき、歩行者施策、自転車施策、公共交
通施策、自動車施策、交通安全対策等の交通施策を推進してきました。現在、区内では大規模
な開発事業に伴い、品川、虎ノ門地区等において、都市機能が集積する拠点の形成が進められ
ており、公共交通では、ＪＲ高輪ゲートウェイ駅、東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅の開業、東京Ｂ
ＲＴの開通もあり、新たな交通網も形成されています。 
一方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、テレワークや時差通勤といった新たな

生活様式の定着等、交通に関する環境が変化しています。国では「地域公共交通の活性化及び
再生に関する法律」の改正や新たなモビリティの推進、東京都では「東京における地域公共交
通の基本方針」を策定しています。 
区は、上記の背景を踏まえ、将来を見据えて、交通に関する短期的施策と中・長期的施策を

推進していく必要があります。そのため、「港区総合交通戦略」を見直し、地域交通のあり方
を示します。 

（２）港区における地域交通ネットワークのあるべき姿の提言 

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正や新型コロナウイルス感染拡大の影
響による新たな生活様式等の定着を踏まえ、アフターコロナを見据えた地域交通のあり方を検
討するため、区は令和３（２０２１）年に「港区における地域交通ネットワークのあり方検討
会」を設置しました。令和４（２０２２）年３月に検討会での議論の成果をまとめた「港区に
おける地域交通ネットワークのあるべき姿の提言」を区は受けとりました。 
提言では、地域公共交通の方針として「移動者が“かしこい選択”をするための交通環境づ

くり」、「交通結節点（乗換）の利便性・快適性の向上」、「新技術の進展やコロナ禍を契機とし
た環境に配慮した新たな取組」の３つの方針が示され、これらを一体的に取り組むことで区が
目指すべき地域交通ネットワークを実現することとしています。 
区では、この提言を「港区総合交通計画」に反映しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の目的・位置付け 

交通を取り巻く環境が大きく変化していることから、新しい生活様式への対応や持続可能な

交通手段を確保するための地域交通に関する新たな方針を示すとともに、港区コミュニティバ

ス（ちぃばす）、自転車シェアリングのほか、新たなモビリティ、ＭａａＳ等の新たな取組を進

める必要があります。 

また、令和２（２０２２）年１１月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正

され、各自治体において「地域公共交通計画」の作成に努めなくてはならなくなったことから、

これまでの「港区総合交通戦略」の理念を引き継ぎ、「港区総合交通戦略」と「地域公共交通計

画」とを一つにした交通分野での総合計画として、計画期間を設定した新たに「港区総合交通計

画」（以下「総合交通計画」といいます。）として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の区域  港区内全域 

（５）計画の期間  令和５（２０２３）年度から令和１４（２０３２）年度までの１０年間 

なお、施策の実施状況や目標値の達成状況を検証・評価し、社会情勢の変化を踏まえ、計画の
中間年である令和９（２０２７）年度に見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区総合交通計画（素案）の概要 
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港区総合交通戦略 
（平成 29（2017）年９月） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正 
地方公共団体に「地域公共交通計画」の 

策定が求められる（令和２（2020）年 11 月） 

区の上位計画・関連計画の策定・改定 
基本計画・実施計画、まちづくりマスタープラン、 

環境基本計画、低炭素まちづくり計画等 

社会情勢の変化 
コロナ禍によるライフスタイルの変化、 

移動に関する新技術の進展、脱炭素等 

港区における地域交通ネットワーク 

のあるべき姿の提言 

（令和４（2022）年３月） 

港区総合交通計画 

港区総合交通戦略の事業評価 

あり方検討会から区へ提言 

法改正や社会情勢の変化、提言を踏まえ港区総合交通戦略と

一体となる新たな交通分野の総合計画の策定 

港区基本構想 

港区基本計画・港区実施計画 

港区まちづくりマスタープラン 

【港区】 

整合 

整合 

事業連携 
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２ 港区の現状【本編Ｐ１０～Ｐ５９】 

（１）人口等 

〇人口は２６万人に達し、今後さらに増加すると推計されています。 
〇昼間人口は夜間人口の４倍弱、開発動向から今後も増加することが予想されます。 
〇令和１３（２０３１）年の高齢者人口は現在よりも約２割増加すると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）鉄道、路線バス、地域公共交通 

〇区内は交通結節点が充実しており、乗換をすれば区内の概ねの範囲を移動することが可能 
です。 

〇港区コミュニティバス（ちぃばす）は、事業採算性の改善や低収支率ルートへの対応、新 
たな需要に対応した路線再編等、検討すべき課題もあります。 

〇台場シャトルバス（お台場レインボーバス）は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で自 
主運行が難しい状況となり、令和６（２０２４）年度まで区による運行補助事業スキーム 
を延長しています。 

〇自転車シェアリングは、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり利用者が増加しており、 
サイクルポートの設置が少ない地域については、特に重点的に整備を進める必要がありま 
す。 

 

（３）道路交通、自動車、自転車、歩行環境、舟運 

〇都市計画道路の整備、歩行者空間のネットワーク化を進めています。 
〇環境負荷の少ない交通まちづくりに向けて自動車からの二酸化炭素排出削減策を推進して

います。 
〇自転車走行空間の整備、自転車等駐車場の整備と放置自転車対策に取り組んでいます。 
〇東京都の舟運社会実験にあわせて水上交通と陸上交通との連携に取り組んでいます。 
〇パブリック空間を人中心の空間へ転換するウォーカブルなまちづくりを推進しています。 

（４）新制度、新技術等 

〇大規模な開発が進む地区では「駐車場地域ルール」 
の策定と、駐車場の集約に向けた運用を開始して 
います。 

〇区内の交通事業者の中には、ＭａａＳアプリの活 
用等、新たなサービスの導入に向けた検討を進め 
ている事業者もあります。 

〇短距離移動のための新たな車両やサービスが 
いくつかの自治体や事業者により、検討や導入が 
進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）区民アンケートからみる区内の移動状況 

（「港区地域交通サービスに関する区民アンケート」結果（令和３（２０２１）年６月実施）） 

〇区内の移動目的は通勤・通学、買物、通院と様々な世代で様々な移動ニーズがあります。 
〇新型コロナウイルス感染拡大に伴い生活様式が変化し、「趣味や余暇」、「買物」、「通勤・通
学」が減少しました。一方で、近隣の生活圏内での移動が増加しています。 

〇他人との接触を避けるために自動車や自転車等のパーソナルな交通手段の利用が増えてい
ます。 

〇港区コミュニティバス（ちぃばす）から鉄道や路線バス等、複数交通手段を乗り換えても
よいという意向があります。 

〇地域公共交通（ちぃばす・お台場レインボーバス・自転車シェアリング）に関する認知度は
高いといえます。 

〇台場シャトルバス（お台場レインボーバス）については、麻布地区や赤坂地区等、認知度が
低い地区があります。 

（６）区内交通事業者の取組状況（事業者ヒアリング結果（令和３（２０２１）年６月～７月実施）） 

〇アフターコロナの想定が難しく、維持に向けた取組に重点を置いています。 

〇ＭａａＳに関連して他の交通機関との連携やオープンデータ化が進みつつある一方で、一

部の事業者では新たなシステムの導入は費用面から難しいといった意向があります。 

〇区に求めることとして、地域別の周知、乗換案内の充実、社会実験の支援が挙げられます。 

 

 
 

Ringo Pass  ｍｙ！東京ＭａａＳ  

（ＪＲ東日本） (東京メトロ) 

駐車機能集約区域
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３ 港区の交通に関する課題【本編Ｐ６０～Ｐ６１】 

課題① 交通環境の整備と維持・改善 ～充実した多様な交通機関の活用～ 

 鉄道・地下鉄・バス・舟運・自転車シェアリング等により、区内公共交通ネットワークは充実

しています。一方で、白金・白金台地域のように狭あい道路が多く、港区コミュニティバス（ち

ぃばす）等の地域公共交通の導入が困難であり、高齢者や障害者等の移動に配慮が必要な地域が

あります。また、交通に係わる人材不足や交通機関の利用者減等の課題解決に向け、多様な主体

の参画を求め、交通手段の維持・改善をしていく必要があります。 

課題② 交通安全の意識の浸透のための対応 ～新たなモビリティの利用者の安全意識の向上～ 

 新しい生活様式が定着する中で、自転車利用者の増加や電動キックボード等の新たなモビリテ

ィの導入が進み、新たな交通需要とともに交通手段が拡大され、それに伴う事故も発生していま

す。 

また、運転免許を有する高齢者は増加すると予測されており、運転能力や判断能力が低下してく

ることは避けられません。 

 こうした社会の変化を的確に捉えた新たなモビリティ等に対する交通安全の取組が必要です。 

課題③ 新型コロナウイルス感染拡大による移動の変化への対応 

 ～ウィズコロナでの公共交通機関の維持、アフターコロナでの変化への対応～ 

区内の人の移動については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出機会の減少、公共交通

の利用の減少等の変化が起こっています。一方で、自動車や自転車といった移動手段の利用の増

加、時差通勤等の移動時間帯の変化があります。 

交通事業者は、利用者数がコロナ禍前の水準に回復することは見込めないながらも、将来を見

据え、新たな利便性向上のためのシステム導入、路線やダイヤの見直し等により、利用者数の回

復に向けた施策に取り組んでおり、今後もこのような変化に対応した公共交通を維持していくこ

とが求められます。 

課題④ 多様な交通機関の連携強化～多様な交通機関を有する交通環境を活かすための連携～

 区内には複数の交通機関があり、これらを組み合わせて利用することで、多様な選択により、 

移動が可能となります。 

 区内の交通資源を有効に活用していくために、多様な交通機関を活用し、一人ひとりにとって 

利便性の高い交通手段を選択できる交通環境を整えていくとともに、交通機関と連携し、交通結 

節点の機能・利便性の向上やバリアフリー化をさらに充実していく必要があります。 

課題⑤ ＤＸへの対応 ～データ提供の充実やキャッシュレス化の推進～ 

 区民アンケートにより、区民の８割が乗換検索サイトやアプリを利用していることが分かりま

した。 

また、将来の地域交通サービスに期待することとして、情報発信やキャッシュレス決済等の運賃

支払い方法の充実があり、ＭａａＳの活用等、さらなるデジタル化の推進をしていく必要がありま

す。 

課題⑥ 交通に関する新技術の活用 ～自動運転、電気自動車等の新技術の活用～ 

 近年、新技術の取組が進展し、自動運転や電気自動車等の新技術の開発が進んでいます。 

区民からは、自動運転等の新技術の実用性が高まることが、将来の地域交通サービスに期待さ

れています。今後も進展する交通に関する新技術を活用していくことが求められます。 

課題⑦ 環境に関する意識への対応～交通面での環境負荷の軽減の意識の高まりへの対応～ 

 ２０５０年までに区内の温室効果ガスの排出実質ゼロを目指していく必要があります。また、

区民からは、環境に優しい技術の導入が、将来の地域交通サービスに期待されており、区民の環

境に関する意識は高いです。交通面でも環境負荷の軽減に対応していく必要があります。 

４ 目指すべき将来像と港区総合交通計画の基本方針【本編Ｐ６２～Ｐ７２】 

 「港区まちづくりマスタープラン」で位置付けられている将来都市像「うるおいある国際生

活都市」と計画策定の背景、交通の課題を踏まえて、交通体系づくりの基本的な考え方として

以下の「基本理念」を掲げ、交通体系の望ましい姿を３つの「将来像」として掲げます。 

交通に関する課題 

 

 

港区の交通の目指すべき将来像 

①交通結節点の機能充実 

②きめ細かい多様なサービスの選択 

③新技術の進展と脱炭素の取組 

 

港区の交通に関する基本理念 

快適な交通ネットワークの形成 

地区内の交通資源を最大限活用し、新たなモビリティにも対応した誰もが安全・快適で 

使いやすく、環境負荷の少ない快適な交通ネットワークを形成します 

 

目標像Ⅰ 都市の骨格となる交通ネットワークの形成 

都市の骨格を形成する拠点や軸において、都市開発の進展にあ

わせた開発者や地域企業、交通事業者の活動を活かし、区と連携

し、公共交通を主軸として多様な交通手段が相互に連携した総合

交通体系の構築を目指します。 

多様な主体の参画の下、あらゆる交通資源を総動員し、階層性・

役割を位置づけ、様々なニーズにきめ細かく対応できる持続可能

な地域交通サービスを実現します。 

 
 

目標像Ⅱ 地域交通の利便性向上（現実空間と仮想空間の形成） 

“現実空間の地域交通ネットワーク”と“仮想空間の地域交通

ネットワーク”の双方で、移動者のニーズに合った移動手段・経

路が選択できる地域交通ネットワーク・サービスを構築すること

を目指します。 

 

目標像Ⅲ 社会情勢の変化・脱炭素社会に対応した持続可能な交通システムの構築 

ライフスタイルの変化に対応し、自動運転技術等の新技術導入による活発な移動の促進、

データを活用した交通施策の推進、脱炭素社会の実現等、交通分野における最先端技術の活

用について、世界に先駆けた存在になるよう取り組みます。 

※現実空間（フィジカル空間）：まちづくりや道路等の交通インフラ、交通結節
点等が整備された物理的空間のこと、実際にヒトが存在する現実の空間。 

※仮想空間（サイバー空間）：データ化されたまちの情報をコンピュータやスマ
ートフォンを通じて利用できるインターネット空間のこと。 

環境に関する意識への対応 

DX への対応 

交通環境の整備と維持・改善
新型コロナウイルス感染拡大 

による移動の変化への対応 

交通に関する新技術の活用 

交通安全の意識の浸透のための対応 

多様な交通機関の連携強化

ＭａａＳの活用等による
交通機関・経路等の情報提供

公共交通・道路・
快適な歩行環境の連携 

仮想空間の交通ネットワーク 

現実空間の交通ネットワーク
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５ 港区総合交通計画の施策【本編Ｐ７３～Ｐ９６】 
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６ 港区総合交通計画の推進体制・取組【本編Ｐ９７～Ｐ１０１】 

（１）数値指標と目標値 

 港区総合交通計画の３つの方針については、一体的な取組により地域交通ネットワークを実現

する必要があることから、方針に沿った主な施策の数値指標と目標値を定め、後述する推進体制

により毎年度その達成状況を検証します。 

 なお、数値指標の設定には以下の点を考慮します。 

〇上位計画、関連計画との整合 

庁内関係部署・関係機関等と連携して施策を推進するため、上位計画・関連計画と整合し

たものとします。 

〇データ入手の容易性と継続性 

毎年度、継続して評価することができるよう交通事業者等から入手可能なデータや定期的

に実施されている調査、統計資料を活用します。 

 

方針 数値指標 目標値 

（１）移動者が“多様な選択” 

をするための交通環境づ 

くり 

(1)-① 港区コミュニティバス（ちぃば

す）の利用者数 

（標準指標） 

４８０万人／年 

（令和１４年度）

(1)-② 台場シャトルバス（お台場レイ

ンボーバス）の収支率 

（標準指標） 

１００％以上 

（令和９年度） 

（２）交通結節点（乗換） 

の利便性・快適性の向上 

(2)-① 自転車シェアリングのサイクル 

ポートがある駅（選択指標） 

３５駅（全駅） 

（令和９年度） 

(2)-② ホームドア整備済み路線の割合 

（選択指標） 

１００％ 

（令和１４年度）

（３）新技術の進展やコロナ 

禍を契機とした環境に配 

慮した新たな取組の推進 

(3)-① 新技術の導入検討件数 

（選択指標） 

１件以上 

（令和９年度） 

(3)-② 港区コミュニティバス 

（ちぃばす）ＥＶバス運行 

による二酸化炭素排出削減量 

（選択指標） 

３２．２kg-CO2 

（令和１４年度）

 

数値指標は国土交通省「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」（令和４（2022）年３月）では、「標準指標」「推奨指標」

「選択指標」に分類されて、以下のように示されています。 

標準指標：地域公共交通計画の趣旨から見て設定する必要性が高いものであり、「住民等の公共交通の利用者数」、「公共交通

の収支（収支率・収支差）」、「公共交通への公的資金投入額」の３指標が該当します。これらは原則全ての計画に

おいて設定することが望ましいとされています。 

推奨指標：「公共交通の利用頻度」や「平均輸送密度」等、交通施策との関連性が高い指標については、交通事業者や行政等

の公共交通の運営側の目線から、事業の必要性や有効性を計測しやすい指標のため、積極的に設定することが推

奨されています。 

選択指標：地域の目指す姿や事業実施の目的によって設定を検討するものであり、地域の実情に合わせて適切なものを設定

するものとされています。 

 

 

（２）「港区総合交通計画」推進に向けた取組 

「港区総合交通計画」の着実な推進や港区の現在及び将来的な交通に関わる諸問題に対応する

ため、各施策の推進や仮想空間を通じて得られるデータを元に、Ｐ（Ｐｌａｎ：計画）、Ｄ（Ｄ

ｏ：実施）、Ｃ（Ｃｈｅｃｋ：評価）、Ａ（Ａｃｔｉｏｎ：改善）サイクルを実施して、目標達成

に向け絶えず取り組みの評価・改善を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）推進体制 

「港区総合交通計画」の推進を図る体制として、「港区地域公共交通会議」において進捗等を

管理するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜構成＞ 

交通事業者、交通事業者の運転者組織 

道路管理者、交通管理者 

区民・利用者の代表、学識経験者 

運輸局、東京都、港区 

港区地域公共交通会議 

〇交通政策・施策の実施 

〇交通施策の提案 

〇各種情報・データ提供 

港区 

〇交通サービスの提供 

〇交通施策の実施 

〇交通サービスの見直し等に 

 関する情報提供 

〇データ提供 

事業者 

Plan 

（計画） 

Do 

（実施） 

Check 

（評価） 

Action 

（改善） 

港区地域公共交通会議とは 

道路運送法の規定に基づき、地域における交通需要に応じた区民生活に必要なバス等の

旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実

現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に

基づく地域公共交通計画の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行う

ため、港区地域公共交通会議を設置しています。 


